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東洋アルミグループの人権方針・CSR調達方針策定のお知らせ 
 

東洋アルミグループは、「東洋アルミグループ人権方針」及び「東洋アルミグループ CSR 調達方針」を

策定しましたのでお知らせします。 

 

東洋アルミグループでは、人は宝であると考え、「人材」のことを「人財」と表記し、自律的な人財の

育成を行っています。人を大切にする企業として、ビジネスパートナーや従業員をはじめ、あらゆるス

テークホルダーの人権を尊重しています。一方、グローバル社会においては「ビジネスと人権」に関す

る社会的要請がますます高くなっていることを実感しています。 

 

これらの状況から、人権尊重に対する一層の取組みが必要だと考え、社外専門家からのアドバイスも参

考に、2023年 11月 13日に人権方針を策定しました。 

 

また、東洋アルミグループの事業に関わるすべてのビジネスパートナーに対しても、人権方針を支持し

人権尊重に努めて頂くように働きかけ、サプライチェーン全体で人権尊重及び責任ある調達を実施する

ために、東洋アルミグループ人権方針と同日に東洋アルミグループＣＳＲ調達方針を策定しました。 

 

今後、東洋アルミグループの社内及びサプライチェーンを通じて、人権尊重及び責任ある調達の取組み

を継続的に推進していき、広く社会から信頼される持続可能な企業活動を行っていきます。 

 

※詳細は別添「東洋アルミグループ人権方針」、「東洋アルミグループ CSR 調達方針」をご確認くださ

い。 

 

 

 

以 上 
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東洋アルミグループ人権方針 

基本理念 

東洋アルミグループは、“未来を創る、私が創る、みんなで創る”をスローガンとし、良き企業市

民として、地球社会のためにアルミニウムの優れた特性を活かすことを経営理念に掲げ事業活動

を営んでいます。 

事業活動を進める上で、人権の尊重が基本にあることを認識しており、その精神を基に、持続可

能な社会に向けて貢献していきます。 

 

行動方針 

１．国際規範の尊重及び法令遵守 

  「国際人権章典」、「労働における基本的原則および権利に関する ILO 宣言」等の国際規範

を尊重し、「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠した人権尊重の取組みを推進しま

す。また、国連グローバル・コンパクトに署名し、その 10 原則を支持しています。 

私たちは、事業活動を行う国や地域の法令を遵守すると共に、その地域の法令と国際規範と

の間に矛盾がある場合は国際規範を尊重する中で合理的な解決方法を見出します。 

２．適用範囲 

本方針は、東洋アルミグループのすべての役員と従業員に適用されます。また、東洋アルミ

グループの事業に関わるすべてのビジネスパートナーに対しても、本方針を支持し、人権 

尊重に努めて頂くように働きかけます。 

３．人権デュー・デリジェンス 

人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築し、人権への負の影響を特定し、防止、軽減に 

努めます。また、その進捗・結果を開示します。 

４．苦情処理メカニズム 

私たちはすべての適用者（役員及び従業員とビジネスパートナーなど）に関係する人権課題

に適切に対応していくため、実効的な苦情・相談窓口を設置します。人権に対する負の影響

を引き起こした、または助長したことが明らかになった場合は、適切な手続きを通じてその

救済に取り組みます。 

５．ステークホルダーとの対話・協議 

人権課題に関連するステークホルダーとの対話・協議を行い、人権尊重の取組みの向上と 

改善に努めます。 

６．教育・啓発 

本方針の浸透を図り、有効性を高めるため、役員及び従業員に対して適切な教育と、ビジネ

スパートナーを含めた啓発活動を行っていきます。 

７．情報開示 

人権尊重の取組みについて、ホームページ等で報告します。 

 

                                 2023 年 11 月 13 日制定 

                               東洋アルミニウム株式会社 

                               代表取締役社長 楠本 薫 



東洋アルミグループ CSR 調達方針 

 

 

（基本理念） 

 経済活動の国際化・多様化により、企業の社会的責任（CSR）については近年、幅広く捉

えられるようになってきており、企業はサプライチェーン全体への責任を果たす事が求め

られています。東洋アルミグループが社会における役割と責任を積極的に果たしていく決

意を示すと共に、お取引様とのより良いパートナーシップを築き上げていく為に、東洋アル

ミグループすべての役員および従業員を対象とする CSR 調達方針を制定し、これを開示い

たします。 

 

（方針） 

1.コーポレートガバナンスの構築に関して 

1-1.CSR 推進体制の構築 

リスク管理および内部統制の体制を構築し、法令および社会規範遵守を実践していきます。 

1-2.事業継続計画（BCP）の策定 

災害等による事業への影響を重要なリスクと捉え、事業継続計画（BCP）を策定すると共に

定期的な訓練により継続的な見直しを実施します。 

1-3.内部通報制度の構築 

コンプライアンス違反に関する情報を速やかに収集し、是正を実施できるようにする為の

内部通報制度としてグループコンプライアンス相談ラインを設置し、運用します。 

1-4.CSR に係る社内外への情報発信 

国際的な ESG 経営（環境・社会・ガバナンス）への関心および企業への期待の高まりを認

識し、財務情報のみならず非財務情報についても社内外へ発信していきます。 

 

 

2.人権、労働環境、安全衛生への配慮に関して 

2-1.人権に関する基本方針 

企業としての人権に関する基本的な考えを表明する為に、人権方針を定めて開示します。 

2-2.人権の尊重と差別の撤廃・人権侵害加担の回避 

人権を尊重し、人種、国籍、居住地、文化風習的な個性、宗教、性別、性自認、年齢や障害

の有無などによる差別的な取扱いは行いません。これらの違いによる雇用時の差別を禁止

し、従業員に対して人財育成やキャリアアップ等の機会を平等に提供します。また、事業活

動において消費者や先住民族・地域社会の人々の人権侵害に加担（助長）しないように配慮

いたします。 



2-3.労働慣行に対する基本姿勢 

国連グローバルコンパクトやビジネスと人権に関する指導原則などの国際的なガイドライ

ンの内容を把握し、社内の就業規則やサプライヤーへの要求内容に適用します。 

2-4.非人道的な扱いの禁止 

従業員の人権を尊重し、虐待、体罰、ハラスメントなどの非人道的な取扱いを禁止し、内部

通報制度などの仕組みで対処していきます。 

2-5.適正な賃金の支払い 

操業する国や地域の法定最低賃金を遵守し、時間外労働等に関する適切な労働協約を締結

し割増賃金支払い等を公正に実施します。また、法令に違反する不当な罰金などの賃金減額

を行いません。 

2-6.労働時間、休暇・有給休暇等の公正な適用 

法定または予め労使間で合意された労働時間を遵守します。労働関連法規に従い、従業員の

労働時間を適切に管理し、休暇・有給休暇を与えます。 

2-7.強制労働の禁止 

本人の意思に反する就労や離職の自由が制限される労働を行わせません。またパスポート

や身分証明書の不当な徴収を行いません。 

2-8.児童労働の禁止 

国や地域ごとの法定就労年齢の制限を遵守し、法定就労年齢未満の児童を雇用しません。ま

た、18 歳未満に禁止されている危険有害労働等は関連法規に従い、行いません。 

2-9.操業する国や地域の宗教的な伝統や慣習の尊重 

操業する国や地域の伝統や慣習、従業員の宗教的な慣習を尊重し、一律の労働規則等により

それらを妨げることが無いように配慮します。 

2-10.結社の自由と団体交渉の権利の認識と尊重 

従業員が団結する自由、労働組合へ加入する自由、抗議行動を行う自由を尊重し、従業員が

これらの行動により不利益な取扱いがされないようにし、労使の対話機会を設けます。 

2-11.従業員の安全衛生・健康についての適切な管理 

就業中に発生する事故や、人体に有害な化学物質、騒音、悪臭などの発生リスクを把握し、

適切な安全対策などを講じます。また、従業員アンケートなどを通じてメンタルヘルスに関

する課題を把握し、配慮と対策を行います。 

 

 

 

3.環境への取組み・配慮に関して 

3-1.環境への取組みに関する基本方針 

環境関連法規を遵守し、環境への取組みに関する基本方針を定めて開示し、企業としての環

境マネジメントシステムを構築、運用していきます。 



3-2.事業活動における化学物質の管理 

製造工程、製品およびサービスにおいて排出される化学物質について管理し、取扱量の把握

を行います。 

3-3.事業活動における環境影響の把握と削減 

排水、汚泥、排気等の排出を把握、制御します。公害発生予防の為、排出を法定水準以下に

制御すると共に、自主基準による改善活動に取組んでいきます。 

3-4.資源の持続可能で効率的な利用 

省資源、省エネルギーを実行する為に自主目標を設定し、継続的な改善に努めていきます。 

3-5.温室効果ガスの排出量削減 

気候変動や地球温暖化への対応として、二酸化炭素、メタン、フロン類等の温室効果ガスの

削減について国際的な取組みを考慮した削減目標を設定し、中長期的な計画に基づき削減

に取組んでいきます。 

3-6.廃棄物削減 

廃棄物について自主的な削減目標を設定し、継続的な削減活動と排出量の把握を実施して

いきます。 

3-7.地域社会との共生 

社会の持続可能な発展の為に、事業を通じて関わる地域への環境影響を配慮し生物多様性

保護の為の活動などにより、地域との共生を図っていきます。 

 

 

4.公正な企業活動に関して 

4-1.コンプアイアンスに関する基本方針 

事業推進において公正な活動を行う為に、コンプライアンスに関する方針を定めて開示す

ると共に、推進体制・行動規範等を定め、グループすべての役員および従業員に周知いたし

ます。 

4-2.政治・行政との適切な関係 

事業活動を行う国内外の現地行政や公務員とは適切、健全な関係を保ち、贈賄や違法な献金

を行いません。 

4-3.不適切な利益授受の禁止 

顧客や取引先等とは適切、健全な関係を保ち、社会常識を逸脱するような金品、商品の受領

や提供、過剰な飲食や遊興の接待は行いません。 

4-4.不正競争行為の防止 

独占禁止法や不正競争防止法等の関連法規を遵守し、談合やカルテル、優先的地位の濫用な

ど不公正な取引を行いません。 

4-5.反社会的勢力との関係排除 

新規・継続的取引先のチェックを行い、暴力団や総会屋等の反社会的勢力との関係を排除し



ます。また反社会的勢力からの不当な要求を受けた際には、警察や弁護士と相談の上で対応

し、不当な要求は拒絶します。 

4-6.知的財産権の尊重 

特許法や著作権法等の知的財産関連法規を遵守し、第三者の知的財産権の侵害を行いませ

ん。 

4-7.社外からの苦情や相談窓口 

重要なリスク情報に関して取引先や消費者からの苦情、報告に対応するための連絡方法を

会社ウェブサイト上に開示します。また、公益通報者保護制度を遵守し、通報者が不利益な

取扱いを受けないように致します。 

4-8.インサイダー取引の禁止 

金融商品取引法におけるインサイダー取引禁止を遵守し、上場会社の関係者等が未公表の

会社情報を利用して当該企業の株式等を売買することを禁止します。 

4-9.利益相反行為の禁止 

役員および従業員の利益と会社の利益が対立する状況において会社の利益を損ね個人的利

益を享受することを禁止します。 

 

5.品質・安全性に関して 

5-1.製品・サービスの品質・安全性に関する基本方針 

品質・安全性に関する関連法規を遵守し、品質方針を定めて開示いたします。 

5-2.製品・サービスの安全性の確保 

製品安全性に関する関連法規を遵守すると共に、製品設計の際には各種の安全基準や安全

規格についても配慮いたします。製品安全性に係る問題が生じた際の対応を迅速に行う為

に、材料受入や工程、製品在庫についてトレーサビリティなどの管理を行います。問題発生

時には、情報開示や所轄当局への連絡などを適切に実施します。 

 

6.情報セキュリティに関して 

6-1.情報セキュリティに関する基本方針 

情報セキュリティに関する、基本方針を定めて開示し、マネジメントシステムを構築、運用

します。 

6-2.サイバーセキュリティ 

IT 技術の進歩に伴い、様々な新しいサイバーリスクが存在することを重要なリスクと認識

し、コンピューターやネットワークシステム上の脅威に対する防御策を講じます。 

6-3.個人情報およびプライバシー保護 

顧客、第三者、従業員の個人情報を適切に保管、保護いたします。 

6-4.機密情報の漏洩、不正利用の防止 

顧客、仕入先、第三者から受領した機密情報を適切に保管、保護いたします。 



 

7.サプライチェーン管理に関して 

7-1.サプライチェーン管理に関する基本方針 

サプライチェーン管理に関する基本方針（当該 CSR 調達方針）を定めて開示します。方針

や取組みに関しては、お取引先様へも積極的な働きかけを行っていきます。 

7-2.紛争鉱物への取組み（責任ある鉱物調達） 

紛争鉱物については、調達してしまうことにより反政府武装勢力などの資金源となり人権

侵害への加担に繋がる危険があることに留意し、これを避けるために OECD ガイダンスな

ど国際的ガイドラインに基づき、サプライヤーへの調査や確認を行っていきます。 

 

 


